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（環境局 資源循環部 廃棄物対策課・収集業務課） 

【議案第１０３号】 

 

令和７年度千葉市一般会計補正予算（第２号）中所管 

【プラスチック分別収集・再資源化】 
 

 

１ 補正理由 

循環型社会・脱炭素社会の実現に向けて、いわゆるサーマルリサイクルを中心とした処

理から材料リサイクル・ケミカルリサイクルに転換していくことを目的として、家庭から

排出されるプラスチック資源の分別収集・再資源化を実施する。 

そのため、事業の実施に要する経費を補正するとともに、分別収集等開始までに約２年

間の準備期間を要し、本年度中に収集運搬事業者及び再商品化事業者と業務委託契約を締

結する必要があることから、併せて債務負担行為を設定する。 
 

２ 補正予算の内容 

（１）補正予算額 

新指定袋デザイン案の選定 ６００千円 

「こども・若者会議」で検討した新指定袋のコンセプトをデザイン化する。 

【財源】リサイクル等推進基金 

 

（２）債務負担行為 

ア 家庭系プラスチック分別収集 

期 間：令和８年度～令和９年度 

限度額：２３４，０００千円 

ごみステーションに排出されたプラスチック資源について、再資源化施設までの運

搬業務を事業者に委託する。 

 

イ 家庭系プラスチック再資源化 

期 間：令和８年度～令和１１年度 

限度額：４５４，０００千円 

プラスチック資源の再商品化業務を事業者へ委託する。 
 

３ 事業概要 

（１）事業開始時期 令和９年１２月 

（２）収集対象物 プラスチック資源 

（容器包装プラスチックと製品プラスチックの一括回収） 

（３）排出容器 市条例で手数料を定めるプラスチック資源専用の新指定袋 

（３０リットル相当、１５リットル相当の２種類） 

※別途、条例改正議案を提出 

（４）排出場所 ごみステーション（週１回収集） 

（５）収集目標量 年間９，０００トン 
 

【参考】プラスチック分別収集・再資源化の流れ 

   ＜分別・排出＞       ＜収集運搬＞       ＜再資源化＞ 

 

 

 

 

 

 

 

各ご家庭で分別し 
ごみステーションへ 
週１回排出 

パッカー車で収集し 
処理施設へ搬入 

プラスチック製品の 
原料などに再商品化 

補正予算書 Ｐ６・１６ 
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４ 今後のスケジュール（案） 

令和７年度 １１月  新指定袋デザインの検討 

再商品化事業者の決定 

１２月  収集運搬事業者の決定 

令和８年度  ６月  新指定袋デザインの決定 

９月  自治会等住民説明開始 

令和９年度  ９月  新指定袋の店舗販売開始 

１２月  分別収集開始 
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（環境局 資源循環部 廃棄物対策課） 

【議案第１０３号】 

 

令和７年度千葉市一般会計補正予算（第２号）中所管 

【小型充電式電池等拠点回収・再資源化】 

 

 
１ 補正理由 

ごみの収集運搬や処理の過程において、本市も含め、全国的にリチウム充電池等の小型

充電式電池の混入が原因による火災事故が発生していることから、不燃ごみ等への混入を

防止することが喫緊の課題となっている。 

そのため、火災事故防止及び市民の利便性向上を目的に、既に実施している小型充電式

電池の拠点回収を拡充するため、必要な経費を補正するものである。 

 

２ 補正予算額 

３，４００千円 

 【主な内訳】 

小型充電式電池回収ボックス（消火チューブ付） ８台  ２，６９１千円 

  使用済小型家電回収ボックス（商業施設１か所） １台    １７６千円 

  使用済小型家電回収ボックス用消火チューブ   ２９個      ４４７千円 

【財源】リサイクル等推進基金  ３，４００千円 

 

３ 事業概要 

（１）小型充電式電池拠点拡充 

   より身近な場所での回収を可能とするために、現在の４か所に加えて８か所（公共施

設７か所、商業施設１か所）を回収拠点とし、計１２か所で回収を実施する。 

 

（２）使用済小型家電拠点回収の回収品目及び拠点拡充 

   小型充電式電池を使用している家電製品のうち、電池を取り外せないものを使用済小

型家電として回収するため、回収品目を拡充する。また、商業施設１か所を拠点に追加

するとともに、安全対策としてすべての拠点（２９か所）の回収ボックスに消火チュー

ブを設置する。 

 

４ 今後のスケジュール（案） 

令和７年 ９月 回収拠点確定 

令和７年１２月  ボックス等の調達、リーフレット作成 

令和８年 １月 小型充電式電池拠点回収開始、使用済小型家電品目及び拠点拡充 

 

補正予算書 Ｐ１６ 
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繰越明許費 ４９９，０００千円

内訳 建設工事費 ４９７，０００千円

施工監理委託料 ２，０００千円

（環境局 資源循環部 廃棄物施設整備課） 

【議案第１０３号】 

 

令和７年度千葉市一般会計補正予算（第２号）中所管 

【下田最終処分場浸出水処理施設建替】 
 

 

１ 補正理由 

令和５年３月８日に契約締結した「千葉市下田最終処分場浸出水処理施設建設工事に係

る工事請負契約」について、スライド条項適用に伴う増額が生じることから、契約金額を

変更するため増額補正を行う。 

また、同工事において天候不良等による工程の遅延が生じたことから、翌年度にまた

がり工期を延長するため繰越明許費の設定を行う。 

 

２ 補正内容 

（１）スライド増額補正 

   建設工事における材料費及び労務費の上昇に伴い、令和７年４月に工事請負契約約款

第２６条第６項（インフレスライド条項）に基づく契約額の変更の請求があったことか

ら、必要額を増額する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）繰越明許費設定 

 土工事において、想定を超える降雨により掘削土壌が液性状態となり、土の掘削・搬

出に大幅な作業時間を要したこと等による工期の延長に伴い、建設工事費及び施工監理

委託料の令和８年度支出予定額について繰越明許費の設定を行う。 

 

 

 

 

 

３ 今後のスケジュール 

令和７年１０月  変更契約仮契約締結（スライド増額及び工期延期） 

１２月  第４回定例会に変更契約議案を提出 

令和８年 ４月  竣工

補正予算書 Ｐ５・１６ 

補正予算額 ５８，９７３千円

財源 市債 ５８，０００千円

市費 ９７３千円

全体事業費及び補正額 (単位：千円）

補正前 補正後 補正後増減

～６年度実績 ３５３,５６４ ３５３,５６４ ０

７年度 ２,４０７,７１６ ２,４６６,６８９ ５８,９７３

計 ２,７６１,２８０ ２,８２０,２５３ ５８,９７３
※令和６年９月にもインフレスライド条項に基づく変更契約を行っている。
　変更内容　契約金額　変更前　２，６７９，５６０千円
　　　　　　　　　　　変更後　２，７６１，２７９千円



 

6 

（環境局 環境保全部 脱炭素推進課） 

【議案第１０３号】 

令和７年度千葉市一般会計補正予算（第２号）中所管 

【市有施設電力調達】 

 

 

１ 補正理由 

令和８年度から清掃工場における余剰電力の市有施設への自己託送や、再エネ電力を調

達すること等により、基本的に全ての市有施設（約７００施設）の電力消費に伴う CO2 排

出実質ゼロの実現を目指しており、当該自己託送を運用するための準備期間を要すること

から、１１月末までに、令和８年度に使用する電力の小売電気事業者を決定する必要があ

り、債務負担行為を設定するものである。 

   

２ 補正予算額 

債務負担行為限度額  １,７２８，３００千円 

期  間       令和８年度 

 

３ 事業概要 

令和８年度に市有施設で使用する電力の一部について、自己託送や再エネ電力により 

調達する。 

（１）自己託送 

ア 事業内容 清掃工場における余剰電力を市有施設に供給する。 

イ 対象施設 （発電側）２清掃工場 （需要側）２５３施設 

（２）再エネ電力 

ア 事業内容 市有施設の使用電力について、太陽光発電や自己託送で不足する電力を 

再エネ電力で調達する。 

イ 対象施設 ５７３施設 

 

４ 市全体のスケジュール 

令和７年１０月  再エネ電力入札公告（ＷＴＯ） 

      １１月  事業者決定 

  令和８年 ４月  電力供給・自己託送開始（予定） 

 

 

補正予算書 Ｐ６ 
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【補足資料】 

１ 市全体の債務負担行為限度額 

※債務負担行為を設定し、令和７年度中に一括で契約手続きを行う施設。 

残りの市有施設は、令和８年度当初予算の可決後に契約手続きを行う予定。 

 

２ 市有施設全体の電力構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

財政効果シミュレーション（令和７年８月時点） 

 

 

 

 

 

 債務負担行為限度額（千円） 対象施設 自己託送 

一般会計 １，７２８，３００ ５７３施設 ２５３施設 

動物公園事業特別会計 ３３，８１２ 動物公園 １施設 

水道事業会計 ６５，２６５ 平川浄水場他６施設 － 

病院事業会計 ２２２，６２３ 青葉病院・院内保育所 － 

合計 ２，０５０，０００ ５８３※ ２５４ 
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（都市局 公園緑地部 動物公園） 

【議案第１０５号】 

令和７年度千葉市動物公園事業特別会計補正予算（第１号） 

【市有施設電力調達】 

 

 

１ 補正理由 

令和８年度から清掃工場における余剰電力の市有施設への自己託送や、再エネ電力を調

達すること等により、基本的に全ての市有施設（約７００施設）の電力消費に伴う CO2 排

出実質ゼロの実現を目指しており、当該自己託送を運用するための準備期間を要すること

から、１１月末までに、令和８年度に使用する電力の小売電気事業者を決定する必要があ

り、債務負担行為を設定するものである。 

   

２ 補正予算額 

債務負担行為限度額  ３３，８１２千円 

期  間       令和８年度 

 

３ 事業概要 

令和８年度に市有施設で使用する電力の一部について、自己託送や再エネ電力により 

調達する。 

（１）自己託送 

清掃工場における余剰電力を動物公園内の施設に供給する。 

（２）再エネ電力 

動物公園内の施設の使用電力について、太陽光発電や自己託送で不足する電力を再エ

ネ電力で調達する。 

 

４ 市全体のスケジュール 

令和７年１０月  再エネ電力入札公告（ＷＴＯ） 

      １１月  事業者決定 

  令和８年 ４月  電力供給・自己託送開始（予定） 

  

補正予算書 Ｐ３２  

参 考 
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【補足資料】 

１ 市全体の債務負担行為限度額 

※債務負担行為を設定し、令和７年度中に一括で契約手続きを行う施設。 

残りの市有施設は、令和８年度当初予算の可決後に契約手続きを行う予定。 

 

２ 市有施設全体の電力構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

財政効果シミュレーション（令和７年８月時点） 

 

 

 

 

 

 債務負担行為限度額（千円） 対象施設 自己託送 

一般会計 １，７２８，３００ ５７３施設 ２５３施設 

動物公園事業特別会計 ３３，８１２ 動物公園 １施設 

水道事業会計 ６５，２６５ 平川浄水場他６施設 － 

病院事業会計 ２２２，６２３ 青葉病院・院内保育所 － 

合計 ２，０５０，０００ ５８３※ ２５４ 
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（病院局 市立青葉病院事務局） 

【議案第１０７号】 

令和７年度千葉市病院事業会計補正予算（第１号） 

【市有施設電力調達】 

 

 

１ 補正理由 

令和８年度から清掃工場における余剰電力の市有施設への自己託送や、再エネ電力を調

達すること等により、基本的に全ての市有施設（約７００施設）の電力消費に伴う CO2 排

出実質ゼロの実現を目指しており、当該自己託送を運用するためには準備期間を要するこ

とから、１１月末までに、令和８年度に使用する電力の小売電気事業者を決定する必要が

ある。 

病院施設においても、電力消費に伴う CO2 排出実質ゼロを実現するため、再エネ電力を

調達することとし、債務負担行為を設定するものである。 

なお、病院事業施設への自己託送については、令和９年度以降を予定している。 

   

２ 補正予算額 

債務負担行為限度額  ２２２，６２３千円 

期  間       令和８年度 

 

３ 事業概要 

令和８年度に市有施設で使用する電力の一部について、自己託送や再エネ電力により 

調達する。 

（１）自己託送 

病院事業施設は対象外（令和９年度以降の実施を予定） 

（２）再エネ電力 

病院事業施設の使用電力について、再エネ電力で調達する。 

対象施設：青葉病院、青葉病院院内保育所 

（海浜病院は新病院竣工後の実施を予定） 

 

４ 市全体のスケジュール 

令和７年１０月  再エネ電力入札公告（ＷＴＯ） 

      １１月  事業者決定 

  令和８年 ４月  電力供給・自己託送開始（予定） 

  

補正予算書 Ｐ４１ 

参 考 
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【補足資料】 

１ 市全体の債務負担行為限度額 

※債務負担行為を設定し、令和７年度中に一括で契約手続きを行う施設。 

残りの市有施設は、令和８年度当初予算の可決後に契約手続きを行う予定。 

 

２ 市有施設全体の電力構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

財政効果シミュレーション（令和７年８月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 債務負担行為限度額（千円） 対象施設 自己託送 

一般会計 １，７２８，３００ ５７３施設 ２５３施設 

動物公園事業特別会計 ３３，８１２ 動物公園 １施設 

水道事業会計 ６５，２６５ 平川浄水場他６施設 － 

病院事業会計 ２２２，６２３ 青葉病院・院内保育所 － 

合計 ２，０５０，０００ ５８３※ ２５４ 
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（水道局 水道総務課） 

【議案第１０９号】 

令和７年度千葉市水道事業会計補正予算（第１号） 

【市有施設電力調達】 

 

 

１ 補正理由 

令和８年度から清掃工場における余剰電力の市有施設への自己託送や、再エネ電力を調

達すること等により、基本的に全ての市有施設（約７００施設）の電力消費に伴う CO2 排

出実質ゼロの実現を目指しており、当該自己託送を運用するためには準備期間を要するこ

とから、１１月末までに、令和８年度に使用する電力の小売電気事業者を決定する必要が

ある。 

水道事業施設においても、電力消費に伴う CO2 排出実質ゼロを実現するため、再エネ電

力を調達することとし、債務負担行為を設定するものである。 

なお、水道事業施設への自己託送については、令和９年度以降を予定している。 

   

２ 補正予算額 

債務負担行為限度額  ６５，２６５千円 

期  間       令和８年度 

 

３ 事業概要 

令和８年度に市有施設で使用する電力の一部について、自己託送や再エネ電力により 

調達する。 

（１）自己託送 

水道事業施設は対象外（令和９年度以降の実施を予定） 

（２）再エネ電力 

水道事業施設の使用電力について、再エネ電力で調達する。 

対象施設：平川浄水場、大木戸浄水場、土気浄水場、更科浄水場、 

ちばリサーチパーク浄水場、大野台送水ポンプ場、高根給水場 

    （浄水場外の井戸及び計量施設は対象外） 

 

４ 市全体のスケジュール 

令和７年１０月  再エネ電力入札公告（ＷＴＯ） 

      １１月  事業者決定 

  令和８年 ４月  電力供給・自己託送開始（予定） 

  

補正予算書 Ｐ５４ 

参 考 



 

13 

【補足資料】 

１ 市全体の債務負担行為限度額 

※債務負担行為を設定し、令和７年度中に一括で契約手続きを行う施設。 

残りの市有施設は、令和８年度当初予算の可決後に契約手続きを行う予定。 

 

２ 市有施設全体の電力構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

財政効果シミュレーション（令和７年８月時点） 

 

 

 

 

 

  

 債務負担行為限度額（千円） 対象施設 自己託送 

一般会計 １，７２８，３００ ５７３施設 ２５３施設 

動物公園事業特別会計 ３３，８１２ 動物公園 １施設 

水道事業会計 ６５，２６５ 平川浄水場他６施設 － 

病院事業会計 ２２２，６２３ 青葉病院・院内保育所 － 

合計 ２，０５０，０００ ５８３※ ２５４ 



 

14 

（環境局 環境保全部 環境総務課） 

【議案第１１５号】 

 

千葉市環境関係手数料条例の一部改正について 

 
 

１ 趣旨 

  収入証紙による手数料の徴収を廃止することに伴い、納入通知書により手数料を徴収す

る場合の徴収時期の例外規定を設ける。 

 

２ 改正理由 

現状、環境関係手数料は、千葉市収入証紙条例に基づき収入証紙により徴収している。 

令和７年度末をもって千葉市収入証紙が廃止される予定であり、当該手数料の徴収方法

がなくなるため、令和８年度から新たに納入通知書による徴収方法を設けることとなった。 

納入通知書により当該手数料を徴収する場合に、徴収時期が「許可及び登録等の申請の

後日」となる場合が想定されるため、所要の改正を行う。 

 

３ 改正内容 

第３条（手数料の徴収時期）に、ただし書を加えることにより、納入通知書による申請 

 後の徴収を可能とする。 

改正前 改正後 

（手数料の徴収時期及び納付義務者） 

第３条 手数料は、許可、登録等の申請の際に、

申請者からこれを徴収する。 

（手数料の徴収時期及び納付義務者） 

第３条 手数料は、許可、登録等の申請の際に、

申請者からこれを徴収する。ただし、納入通知

書により徴収する場合は、この限りでない。 

 

４ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

５ その他 

収入証紙の廃止に伴い、申請者の利便性向上の観点から、納入通知書の他に、ちば電子

申請サービスを利用したオンラインによる徴収を新たに導入する。 

【徴収方法】 

令和７年度末まで  収入証紙 

令和８年度から   ちば電子申請サービスを利用したオンライン 

納入通知書 

 

＜参考＞ 令和６年度収入証紙による徴収実績  111件 3,756千円 

  ［主な手数料（徴収件数上位）］ 

  ・（使用済自動車再資源化法）解体業許可更新申請手数料  16件 1,120千円 

・（使用済自動車再資源化法）引取業者登録更新申請手数料 16件   64千円 

  ・（廃棄物処理法）一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料  13件  260千円

議案書 Ｐ２０ 
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（環境局 資源循環部 廃棄物対策課・収集業務課） 

【議案第１１７号】 

 

千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の一部改正について 
 

 

１ 趣旨 

家庭系プラスチック資源の分別収集・再資源化事業開始に伴い、プラスチック資源に係

る手数料額を以下のとおり追加するため、条例の一部を改正する。 

 

２ 指定袋の種類及び金額 

令和９年１１月まで 令和９年１２月から 

可燃ごみ 指定袋であって、容量が４５リットル

相当のもの１枚につき ３６円 

可燃ごみ 指定袋であって、容量が４５リットル

相当のもの１枚につき ３６円 

 指定袋であって、容量が３０リットル

相当のもの１枚につき ２４円 

 指定袋であって、容量が３０リットル

相当のもの１枚につき ２４円 

 指定袋であって、容量が２０リットル

相当のもの１枚につき １６円 

 指定袋であって、容量が２０リットル

相当のもの１枚につき １６円 

 指定袋であって、容量が１０リットル

相当のもの１枚につき ８円 

 指定袋であって、容量が１０リットル

相当のもの１枚につき ８円 

 指定袋であって、容量が５リットル 

相当のもの１枚につき ４円 

 指定袋であって、容量が５リットル 

相当のもの１枚につき ４円 

不燃ごみ 指定袋であって、容量が２０リットル

相当のもの１枚につき １６円 

不燃ごみ 指定袋であって、容量が２０リットル

相当のもの１枚につき １６円 

 指定袋であって、容量が１０リットル

相当のもの１枚につき ８円 

 指定袋であって、容量が１０リットル

相当のもの１枚につき ８円 

 プラスチ

ック資源 

指定袋であって、容量が３０リットル

相当のもの１枚につき ２４円 

 指定袋であって、容量が１５リットル

相当のもの１枚につき １２円 

 

３ 施行期日 

令和９年１２月１日 

ただし、プラスチック資源に係る手数料の徴収に関し必要な手続その他の行為は、この

条例の施行の日前においても行うことができる。 

議案書 Ｐ２５ 
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（環境局 資源循環部 廃棄物施設整備課） 

【議案第１２６号】 

議決事件の一部変更について 

【新清掃工場建設工事に係る工事請負契約】 

 
 

１ 提案理由 

平成３１年３月６日に原契約を締結し、令和５年３月８日及び令和６年９月１７日に資材・

労務単価等の上昇による変更契約を締結した「千葉市新清掃工場建設工事に係る工事請負契

約」について、変更契約締結時と比較し資材・労務単価等が上昇したことから、工事請負契約

約款第２９条第１項から第４項（全体スライド条項）を適用し、契約金額を変更する。 

 

２ 契約の変更内容                            （単位：円） 

変更前 変更後 増減 

４５，４８２，２５８，５００ ４５，５１５，８０８，５００ ３３，５５０，０００ 

 

＜参考＞ 年割額の変更                           （単位：円） 

年度 変更前 変更後 増減 

～R6 １７，９７６，６０８，０００ １７，９７６，６０８，０００ ０ 

R7 ２７，５０５，６５０，５００ ２７，５３９，２００，５００ ３３，５５０，０００ 

計 ４５，４８２，２５８，５００ ４５，５１５，８０８，５００ ３３，５５０，０００ 

 

 ※令和５年３月にも全体スライド条項に基づく変更契約を行っている（全体スライド１回目）。 

  変更内容 契約金額 変更前 ４１，９８２，８４０，０００円 

            変更後 ４４，１２４，９０２，５００円 

 ※令和６年９月にも全体スライド条項に基づく変更契約を行っている（全体スライド２回目）。 

  変更内容 契約金額 変更前 ４４，１２４，９０２，５００円 

            変更後 ４５，４８２，２５８，５００円 

 

３ 主な変更内容 

 ・建築工事の労務費 

 ・ボイラ等燃焼ガス冷却設備工事の労務費 

 ・建築電気設備工事の労務費 

 

４ 契約変更に関する経緯及び今後のスケジュール 

 令和７年 １月 全体スライド協議 

      ９月 本議案議決後、変更契約締結 

 令和８年 ３月 竣工 

 

議案書 Ｐ４６ 


